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題
　
　
　
　
名

制
作
会
社
、
配
給
会
社
等
名

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
恐
竜
博
物
館
情
報
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
お
よ
び
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
機
器
更
改
調
達
業
務
　
一

　
式
⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
、
契
約
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
３
月
３
１
日
（
日
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

福
井
県
告
示
第
４
５
４
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

指
定
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪
を
誘
発
助

　
　
　
　
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

指
定
年
月
日
　
令
和
５
年
１
１
月
１
７
日

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す

る
。
⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
破

　
産
法
（
平
成
１
６
年
法
律
第
７
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
な

　
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
過
去
１
０
年
間
に
本
業
務
と
同
等
の
サ
ー
バ
お
よ
び
機
器
納
入
実
績
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
。
⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
（
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
２
）
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て

、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
福
井
県
物
品
等

電
子
入
札
運
用
要
領
」
、
「
福
井
県
物
品
調
達
等
の
電
子
入
札
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る

。
４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
１
－
８
６
０
１

福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

福
井
県
立
恐
竜
博
物
館

電
話
　
０
７
７
９
－
８
８
－
０
０
０
１

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
１
）
に
、
必
要
と
認
め
ら

れ
る
書
類
（
入
札
説
明
書
参
照
）
を
添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福

井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１

２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発
行

し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で

取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す

る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

〒
９
１
１
－
８
６
０
１

福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

福
井
県
立
恐
竜
博
物
館

イ
　
提
出
方
法

　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
間
必
着
と

す
る
）
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時
、
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
ま
た
は
５
⑶
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
１
５
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
６
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
１
月
１
７
日
（
水
）
１
４
時

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

　
　
福
井
県
立
恐
竜
博
物
館
　
２
階
会
議
室

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

⑺
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

　
げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
事
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the product to be purchased

　
　
Renew

al of devices of inform
ation system

s at Fukui Prefectural D
inosaur M

useum
⑵
　
D
ate,tim

e of Bidding
      14:00, January 17, 2024
⑶
　
Period of Contract

　
　
From

 January 26,2024 to M
arch 31,2024 

⑷
　
Contact point for the notice
　
Fukui Prefectural D

inosaur M
useum

, 51-11,T
erao,M

uroko,K
atuyam

a-city, Fukui 
Prefecture,911-8601,Japan
　
T
EL 0779-88-0001

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
山
本
み
よ
子
、
山
出
範
雄

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
０
月
１
０
日
福
井
県
告
示
第
３
９
７
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
加
藤
吉
造
、
伴
昭
宏
、
山
内
正
義

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
０
月
１
７
日
福
井
県
告
示
第
４
０
４
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
勝
山
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
５
年
１
１
月

６
日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
数
値
地
図
２
５
０
０
０
（
土
地
条
件
）
の
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
市
、
敦
賀
市
、
鯖
江
市
、
あ
わ
ら
市
、
越
前
市
、
南
越
前
町
、
越
前
町
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
小
浜
土
木
事
務
所
長
　
野
坂
　
博
之

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
凍
結
防
止
剤
　
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
５
０
０
ｋ
ｇ
袋
）
６
３
０
ｔ
（
購
入
見
込
量
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
小
浜
土
木
事
務
所
　
総
務
課

　
　
福
井
県
小
浜
市
遠
敷
１
丁
目
１
０
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
　
北
陸
油
化

　
　
福
井
県
越
前
市
大
塩
町
第
３
０
号
９
番
地
の
３

５
　
契
約
金
額

　
　
５
５
，
０
０
０
円
/ｔ

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
６
日
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
恐
竜
博
物
館
情
報
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
お
よ
び
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
機
器
更
改
調
達
業
務
　
一

　
式
⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
、
契
約
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
３
月
３
１
日
（
日
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す

る
。
⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
破

　
産
法
（
平
成
１
６
年
法
律
第
７
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
な

　
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
過
去
１
０
年
間
に
本
業
務
と
同
等
の
サ
ー
バ
お
よ
び
機
器
納
入
実
績
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
。
⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
（
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
２
）
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て

、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
福
井
県
物
品
等

電
子
入
札
運
用
要
領
」
、
「
福
井
県
物
品
調
達
等
の
電
子
入
札
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る

。
４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
１
－
８
６
０
１

福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

福
井
県
立
恐
竜
博
物
館

電
話
　
０
７
７
９
－
８
８
－
０
０
０
１

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
１
）
に
、
必
要
と
認
め
ら

れ
る
書
類
（
入
札
説
明
書
参
照
）
を
添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福

井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１

２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発
行

し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で

取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す

る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

〒
９
１
１
－
８
６
０
１

福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

福
井
県
立
恐
竜
博
物
館

イ
　
提
出
方
法

　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
間
必
着
と

す
る
）
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時
、
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
ま
た
は
５
⑶
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
１
５
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
６
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
１
月
１
７
日
（
水
）
１
４
時

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

　
　
福
井
県
立
恐
竜
博
物
館
　
２
階
会
議
室

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

⑺
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

　
げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
事
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the product to be purchased

　
　
Renew

al of devices of inform
ation system

s at Fukui Prefectural D
inosaur M

useum
⑵
　
D
ate,tim

e of Bidding
      14:00, January 17, 2024
⑶
　
Period of Contract

　
　
From

 January 26,2024 to M
arch 31,2024 

⑷
　
Contact point for the notice
　
Fukui Prefectural D

inosaur M
useum

, 51-11,T
erao,M

uroko,K
atuyam

a-city, Fukui 
Prefecture,911-8601,Japan
　
T
EL 0779-88-0001

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
山
本
み
よ
子
、
山
出
範
雄

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
０
月
１
０
日
福
井
県
告
示
第
３
９
７
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
加
藤
吉
造
、
伴
昭
宏
、
山
内
正
義

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
０
月
１
７
日
福
井
県
告
示
第
４
０
４
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
勝
山
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
５
年
１
１
月

６
日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
数
値
地
図
２
５
０
０
０
（
土
地
条
件
）
の
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
市
、
敦
賀
市
、
鯖
江
市
、
あ
わ
ら
市
、
越
前
市
、
南
越
前
町
、
越
前
町
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
小
浜
土
木
事
務
所
長
　
野
坂
　
博
之

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
凍
結
防
止
剤
　
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
５
０
０
ｋ
ｇ
袋
）
６
３
０
ｔ
（
購
入
見
込
量
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
小
浜
土
木
事
務
所
　
総
務
課

　
　
福
井
県
小
浜
市
遠
敷
１
丁
目
１
０
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
　
北
陸
油
化

　
　
福
井
県
越
前
市
大
塩
町
第
３
０
号
９
番
地
の
３

５
　
契
約
金
額

　
　
５
５
，
０
０
０
円
/ｔ

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
６
日
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
恐
竜
博
物
館
情
報
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
お
よ
び
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
機
器
更
改
調
達
業
務
　
一

　
式
⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
、
契
約
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
３
月
３
１
日
（
日
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す

る
。
⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
破

　
産
法
（
平
成
１
６
年
法
律
第
７
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
な

　
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
過
去
１
０
年
間
に
本
業
務
と
同
等
の
サ
ー
バ
お
よ
び
機
器
納
入
実
績
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
。
⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
（
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
２
）
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て

、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
福
井
県
物
品
等

電
子
入
札
運
用
要
領
」
、
「
福
井
県
物
品
調
達
等
の
電
子
入
札
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る

。
４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
１
－
８
６
０
１

福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

福
井
県
立
恐
竜
博
物
館

電
話
　
０
７
７
９
－
８
８
－
０
０
０
１

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
１
）
に
、
必
要
と
認
め
ら

れ
る
書
類
（
入
札
説
明
書
参
照
）
を
添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福

井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１

２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発
行

し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で

取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す

る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

〒
９
１
１
－
８
６
０
１

福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

福
井
県
立
恐
竜
博
物
館

イ
　
提
出
方
法

　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
間
必
着
と

す
る
）
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時
、
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
ま
た
は
５
⑶
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
１
５
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
６
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
１
月
１
７
日
（
水
）
１
４
時

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

　
　
福
井
県
立
恐
竜
博
物
館
　
２
階
会
議
室

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

⑺
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

　
げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
事
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the product to be purchased

　
　
Renew

al of devices of inform
ation system

s at Fukui Prefectural D
inosaur M

useum
⑵
　
D
ate,tim

e of Bidding
      14:00, January 17, 2024
⑶
　
Period of Contract

　
　
From

 January 26,2024 to M
arch 31,2024 

⑷
　
Contact point for the notice
　
Fukui Prefectural D

inosaur M
useum

, 51-11,T
erao,M

uroko,K
atuyam

a-city, Fukui 
Prefecture,911-8601,Japan
　
T
EL 0779-88-0001

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
山
本
み
よ
子
、
山
出
範
雄

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
０
月
１
０
日
福
井
県
告
示
第
３
９
７
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
加
藤
吉
造
、
伴
昭
宏
、
山
内
正
義

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
０
月
１
７
日
福
井
県
告
示
第
４
０
４
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
勝
山
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
５
年
１
１
月

６
日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
数
値
地
図
２
５
０
０
０
（
土
地
条
件
）
の
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
市
、
敦
賀
市
、
鯖
江
市
、
あ
わ
ら
市
、
越
前
市
、
南
越
前
町
、
越
前
町
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
小
浜
土
木
事
務
所
長
　
野
坂
　
博
之

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
凍
結
防
止
剤
　
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
５
０
０
ｋ
ｇ
袋
）
６
３
０
ｔ
（
購
入
見
込
量
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
小
浜
土
木
事
務
所
　
総
務
課

　
　
福
井
県
小
浜
市
遠
敷
１
丁
目
１
０
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
　
北
陸
油
化

　
　
福
井
県
越
前
市
大
塩
町
第
３
０
号
９
番
地
の
３

５
　
契
約
金
額

　
　
５
５
，
０
０
０
円
/ｔ

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
６
日
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令
和
五
年
十
二
月
五
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
恐
竜
博
物
館
情
報
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
お
よ
び
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
機
器
更
改
調
達
業
務
　
一

　
式
⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
、
契
約
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
３
月
３
１
日
（
日
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す

る
。
⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
破

　
産
法
（
平
成
１
６
年
法
律
第
７
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
な

　
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
過
去
１
０
年
間
に
本
業
務
と
同
等
の
サ
ー
バ
お
よ
び
機
器
納
入
実
績
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
。
⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
（
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
２
）
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て

、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
福
井
県
物
品
等

電
子
入
札
運
用
要
領
」
、
「
福
井
県
物
品
調
達
等
の
電
子
入
札
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る

。
４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
１
－
８
６
０
１

福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

福
井
県
立
恐
竜
博
物
館

電
話
　
０
７
７
９
－
８
８
－
０
０
０
１

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
別
紙
様
式
１
）
に
、
必
要
と
認
め
ら

れ
る
書
類
（
入
札
説
明
書
参
照
）
を
添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福

井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１

２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発
行

し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で

取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す

る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

〒
９
１
１
－
８
６
０
１

福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

福
井
県
立
恐
竜
博
物
館

イ
　
提
出
方
法

　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
間
必
着
と

す
る
）
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時
、
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
ま
た
は
５
⑶
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
１
月
１
５
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
６
年
１
月
１
６
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
１
月
１
７
日
（
水
）
１
４
時

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
勝
山
市
村
岡
町
寺
尾
５
１
－
１
１

　
　
福
井
県
立
恐
竜
博
物
館
　
２
階
会
議
室

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

⑺
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

　
げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
事
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the product to be purchased

　
　
Renew

al of devices of inform
ation system

s at Fukui Prefectural D
inosaur M

useum
⑵
　
D
ate,tim

e of Bidding
      14:00, January 17, 2024
⑶
　
Period of Contract

　
　
From

 January 26,2024 to M
arch 31,2024 

⑷
　
Contact point for the notice
　
Fukui Prefectural D

inosaur M
useum

, 51-11,T
erao,M

uroko,K
atuyam

a-city, Fukui 
Prefecture,911-8601,Japan
　
T
EL 0779-88-0001

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
山
本
み
よ
子
、
山
出
範
雄

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
０
月
１
０
日
福
井
県
告
示
第
３
９
７
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
加
藤
吉
造
、
伴
昭
宏
、
山
内
正
義

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

　
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

　
０
月
１
７
日
福
井
県
告
示
第
４
０
４
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
勝
山
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
５
年
１
１
月

６
日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
数
値
地
図
２
５
０
０
０
（
土
地
条
件
）
の
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
２
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
市
、
敦
賀
市
、
鯖
江
市
、
あ
わ
ら
市
、
越
前
市
、
南
越
前
町
、
越
前
町
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
小
浜
土
木
事
務
所
長
　
野
坂
　
博
之

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
凍
結
防
止
剤
　
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
５
０
０
ｋ
ｇ
袋
）
６
３
０
ｔ
（
購
入
見
込
量
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
小
浜
土
木
事
務
所
　
総
務
課

　
　
福
井
県
小
浜
市
遠
敷
１
丁
目
１
０
１

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
　
北
陸
油
化

　
　
福
井
県
越
前
市
大
塩
町
第
３
０
号
９
番
地
の
３

５
　
契
約
金
額

　
　
５
５
，
０
０
０
円
/ｔ

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
２
６
日


